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「
貴
所
使
」
を
め
ぐ
っ
て

羽
根
田　

柾　

稀

は
じ
め
に

　

京
都
の
朝
廷
と
鎌
倉
の
幕
府
の
関
係
を
い
か
に
認
識
す
る
か
。
本
稿
で
は
、
一
二
〇
里
以
上
も
離
れ
た
二
つ
の
政
治
権
力
を
取
り
結
ぶ

人
び
と
の
具
体
的
な
事
例
に
焦
点
を
当
て
、
論
点
を
提
出
し
た
い
。

　

こ
れ
ま
で
の
研
究
史
は
、
列
島
史
上
に
お
け
る
幕
府
成
立
の
意
義
を
共
有
し
て
い
る
。
一
方
の
軍
事
権
力
の
優
越
と
い
う
状
況
下
に
お

け
る
二
つ
の
政
治
権
力
の
並
存
と
い
う
重
大
な
事
態
を
、
日
本
歴
史
で
初
め
て
経
験
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
ゆ
え
で
あ
る
。
そ
の
歴
史
的

な
位
置
づ
け
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

　

東
ア
ジ
ア
世
界
に
類
例
を
み
な
い
ほ
ど
集
権
的
な
中
世
日
本
独
自
の
支
配
構
造
を
重
視
し
た
黒
田
俊
雄
）
1
（

氏
は
、
幕
府
こ
そ
中
世
国
家
と

み
な
す
古
典
学
説
を
批
判
し
、
中
世
社
会
を
規
定
し
た
身
分
制
と
荘
園
制
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
求
心
性
や
統
合
の
作
用
を
重
要
視
し

た
。
さ
ら
に
、
黒
田
氏
は
、
幕
府
に
結
集
し
た
在
地
領
主
の
個
別
支
配
の
背
景
で
も
あ
る
、
全
領
主
階
級
に
よ
る
特
権
的
政
治
秩
序
が
、

列
島
の
全
人
民
の
上
に
覆
い
被
さ
る
様
相
を
指
摘
し
た
。

　

幕
府
政
治
の
実
体
が
朝
幕
関
係
に
強
く
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
た
佐
藤
進
一
）
2
（
氏
は
、
内
部
に
対
立
を
抱
え
込
み
な
が
ら
も
、

そ
の
体
制
を
継
続
的
に
維
持
す
べ
く
、
独
自
の
存
立
基
盤
の
確
保
を
模
索
し
た
幕
府
を
重
視
し
た
。
さ
ら
に
、
佐
藤
氏
は
、
そ
の
表
出
と
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し
て
対
朝
廷
政
策
を
律
す
る
相
互
不
干
渉
の
動
き
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
時
と
し
て
分
離
を
志
向
す
る
幕
府
の
未
完
な
が
ら
も
自
立
の

可
能
性
を
追
究
し
た
。

　

現
在
の
研
究
も
、
こ
れ
ら
先
学
の
問
題
意
識
の
系
譜
を
引
い
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
在
地
領
主
発
展
の
必
然
的
な
帰
結
と
い
う
見
立

て
や
幕
府
権
力
の
成
立
・
存
続
を
自
明
の
前
提
と
す
る
こ
と
な
く
、
内
乱
の
過
程
で
形
成
さ
れ
た
特
異
な
軍
事
組
織
で
あ
る
こ
と
に
幕
府

の
本
質
を
求
め
た
点
で
視
点
を
異
に
す
る
。
と
り
わ
け
、
川
合
康
）
3
（

氏
は
、
戦
時
体
制
の
一
環
と
し
て
形
成
さ
れ
て
機
能
し
た
諸
制
度
を
継

承
し
、
段
階
的
に
幕
府
権
力
が
確
立
し
た
と
い
う
新
た
な
認
識
の
枠
組
み
を
提
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
幕
府
権
力
の
分
析
に
は
、

動
態
的
な
把
握
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　

ま
た
、
高
橋
典
幸
）
4
（

氏
は
、「
朝
廷
と
鎌
倉
幕
府
は
は
じ
め
か
ら
東
西
に
並
び
立
つ
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
い
を
投
げ

か
け
て
い
る
。
新
興
勢
力
と
し
て
表
舞
台
に
登
場
し
た
幕
府
の
存
在
を
過
大
視
せ
ず
、
南
関
東
に
誕
生
し
た
武
装
集
団
が
い
か
に
し
て
政

治
権
力
を
組
織
し
え
た
か
、
再
考
を
促
す
。
そ
し
て
、「
朝
廷
と
幕
府
と
の
距
離
」
こ
そ
、
幕
府
の
存
立
を
規
定
す
る
構
造
的
な
問
題
で

あ
り
、
鎌
倉
幕
府
一
五
〇
年
が
そ
れ
を
模
索
す
る
行
程
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
通
説
の
背
景
に
は
、
近
藤
成
一
氏
の
一
連
の
研
）
5
（
究
が
あ
る
。
近
藤
氏
は
、
類
似
し
た
二
つ
の
政
治
権
力
間
の
交
渉
を
管
轄

す
る
朝
廷
の
役
職
と
し
て
関
東
申
次
を
重
視
し
、
天
皇
あ
る
い
は
上
皇
の
意
思
を
伝
え
る
綸
旨
と
院
宣
が
、
関
東
申
次
を
世
襲
し
た
西
園

寺
氏
に
宛
て
て
発
給
さ
れ
、
西
園
寺
氏
が
そ
れ
を
幕
府
に
施
行
し
た
こ
と
に
注
目
し
た
。
そ
の
結
果
、
二
つ
の
政
治
権
力
間
の
交
渉
を
、

双
方
が
「
外
交
関
係
」
に
持
ち
込
も
う
と
努
め
た
と
結
論
づ
け
た
の
で
あ
る
。

　

近
藤
氏
の
議
論
は
、
交
渉
の
過
程
に
発
給
さ
れ
た
文
書
の
機
能
論
的
分
析
の
上
に
成
り
立
つ
。
し
か
し
な
が
ら
、
二
つ
の
政
治
権
力
を

橋
渡
し
す
る
媒
介
と
し
て
、
関
東
申
次
だ
け
を
設
定
し
て
検
討
す
る
こ
と
に
対
し
、
疑
問
を
禁
じ
え
な
い
。
さ
ら
に
、
す
べ
て
の
交
渉
が

文
書
の
伝
達
だ
け
で
可
能
で
あ
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
。
直
接
に
対
面
す
る
口
頭
で
の
交
渉
の
役
割
が
後
景
に
退
い
て
い
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　

そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
早
く
に
黒
川
直
則
）
6
（
氏
が
、
領
主
・
農
民
間
で
交
わ
さ
れ
た
文
書
を
分
析
し
、
古
文
書
学
の
意
義
と
そ
の
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限
界
を
指
摘
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
黒
川
氏
は
、
百
姓
申
状
を
届
け
出
た
使
者
が
そ
の
ま
ま
留
ま
り
、
荘
園
領
主
東
寺
と
相
対
し
て

交
渉
を
行
い
、
年
貢
の
減
免
を
獲
得
し
た
こ
と
を
解
明
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
文
書
の
提
出
は
「
使
者
の
口
頭
で
の
交
渉
と
一
体
と
な
っ

て
機
能
」
し
た
と
結
論
づ
け
た
。「
文
書
だ
け
が
自
立
的
に
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
文
書
は
領
主
な
り
農
民
間
の
具
体
的

な
行
動
と
の
相
関
関
係
で
、
一
定
の
機
能
を
果
た
し
」
た
と
い
う
提
言
は
、
き
わ
め
て
重
い
。
黒
川
氏
が
「
申
状
の
内
容
よ
り
も
使
者
の

交
渉
の
方
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
」
た
と
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
権
力
機
構
間
と
い
え
ど
も
人
間
集
団
間
で
の
交
渉
で
あ
る
か
ぎ
り
、

そ
の
結
果
は
、
公
式
書
面
以
外
の
諸
要
素
に
規
定
さ
れ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
よ
う
。

　

本
論
で
述
べ
る
よ
う
に
、
京
都
と
鎌
倉
の
間
に
は
、
物
理
的
な
距
離
を
厭
わ
ず
政
治
権
力
間
を
結
び
つ
け
る
双
方
向
の
往
来
が
少
な
か

ら
ず
存
在
し
た
。
さ
ら
に
、
六
波
羅
探
題
府
が
鴨
東
に
設
置
さ
れ
た
結
果
、
京
都
は
日
常
的
に
二
つ
の
政
治
権
力
が
同
居
す
る
空
間
と

な
っ
た
。
本
稿
で
は
、
幕
府
の
成
立
と
展
開
を
こ
の
時
期
の
国
家
機
構
全
体
の
変
化
を
見
渡
し
て
統
一
的
に
認
識
し
よ
う
と
す
る
先
学
の

方
）
7
（
法
に
学
び
、
中
世
日
本
の
政
治
構
造
の
特
質
を
復
原
的
に
解
明
す
る
手
掛
か
り
と
し
た
い
。

一
　

正
和
四
年
（
一
三
一
五
）
三
月
八
日
の
深
夜
、
鎌
倉
で
火
災
が
発
生
し
）
8
（
た
。
和
賀
江
島
を
擁
す
る
飯
島
で
火
の
手
が
上
が
っ
た
ら
し

い
。
火
の
勢
い
は
衰
え
を
知
ら
ず
、
北
上
し
、
将
軍
や
得
宗
を
筆
頭
に
二
〇
有
余
も
の
幕
閣
の
屋
敷
を
焼
き
尽
く
し
た
。
そ
れ
ば
か
り

か
、
政
所
や
問
注
所
、
公
文
所
と
い
う
中
枢
機
関
に
延
焼
し
、
鶴
岡
八
幡
の
無
数
の
堂
舎
も
焼
失
し
た
。
さ
ら
に
、
強
い
風
に
煽
ら
れ
た

結
果
、
建
長
寺
の
塔
に
ま
で
飛
び
火
し
た
。
大
火
に
よ
る
騒
擾
や
都
市
機
能
の
麻
痺
、
幕
政
の
停
止
を
想
起
さ
せ
よ
う
。
京
都
で
こ
の
一

報
を
受
け
た
西
園
寺
公
衡
は
、
そ
の
後
、
二
一
日
に
弔
い
の
使
者
を
鎌
倉
へ
派
遣
し
）
9
（
た
。

　

な
お
も
停
滞
す
る
鎌
倉
の
中
枢
に
代
わ
っ
て
、
二
七
日
、
六
波
羅
探
題
府
か
ら
次
に
示
す
知
ら
せ
が
公
衡
に
届
け
ら
れ
）
10
（
た
。
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依
㍼炎
上
事
㊥
若
被
㍾下
㍼勅
使
㍽者
可
㍾申
㍼止
之
㊥
又
貴
所
使
等
同
可
㍼停
止
㍽云
々

　

鎌
倉
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
火
災
へ
の
見
舞
い
の
使
者
発
遣
を
見
合
わ
せ
る
よ
う
、
幕
府
は
通
告
し
た
。
た
し
か
に
、
公
衡
が

鎌
倉
大
火
の
一
報
を
受
け
た
と
同
時
に
、
京
な
ら
び
に
西
国
の
御
家
人
は
、「
依
㍼此
事
㍽在
京
武
士
・
西
国
御
家
人
等
不
㍾可
㍾参）

11
（

」
と
し

て
、
幕
府
に
よ
っ
て
鎌
倉
入
り
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
公
衡
は
こ
れ
よ
り
さ
き
、
す
で
に
「
炎
上
）
12
（

訪
」
と
称
し
て
中
原
惟
景
を
派
遣
し
て
い
た
。
惟
景
は
、
三
月
二
一
日
に

公
衡
と
西
園
寺
実
兼
の
書
状
を
携
え
て
出
京
し
た
の
ち
、
四
月
二
日
に
鎌
倉
へ
到
り
、
よ
う
や
く
六
日
に
幕
府
へ
「
出
仕
」、
翌
七
日
に

は
「
将
軍
家
御
返
事
之
躰
」
を
な
し
た
返
書
を
授
か
り
、
八
日
に
鎌
倉
を
出
立
、
一
五
日
に
は
帰
京
し
て
い
）
13
（

た
。
公
衡
に
よ
る
対
鎌
倉
交

渉
と
比
較
し
て
、
六
波
羅
に
よ
る
朝
廷
へ
の
対
応
は
遅
き
に
失
し
た
。

　

と
は
い
え
、
大
火
を
受
け
た
幕
府
や
六
波
羅
探
題
は
、
関
東
へ
の
下
向
を
あ
ら
か
じ
め
制
限
し
よ
う
と
努
め
た
。
権
力
中
枢
の
重
大
時

に
往
来
を
禁
止
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

た
と
え
ば
、
正
和
五
年
（
一
三
一
六
）
七
月
、
六
波
羅
探
題
は
「
依
㍼典
厩
御
連
署
事
㊥
不
㍾可
㍾進
㍼使
者
㍽之
由
、
所
㍾被
㍼仰
下
㍽也）

14
（

」

と
い
う
通
知
を
発
し
、
少
弐
貞
経
と
大
友
貞
宗
に
周
知
さ
せ
た
。
得
宗
家
の
家
督
を
相
続
す
る
北
条
高
時
の
判
始
の
折
、
幕
府
は
御
家
人

使
者
の
鎌
倉
派
遣
を
禁
じ
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
周
知
が
特
定
の
御
家
人
で
は
な
く
「
九
州
地
頭
御
家
人
」
に
宛
て
ら
れ
た
こ
と
、

つ
ま
り
、
九
州
諸
国
の
御
家
人
一
般
を
対
象
と
す
る
周
知
命
令
で
あ
っ
た
事
実
で
あ
る
。
殊
に
九
州
諸
国
の
御
家
人
に
対
し
て
は
、
継
続

す
る
異
国
警
固
番
役
に
専
念
さ
せ
る
必
要
性
も
あ
っ
た
が
、
他
の
諸
国
の
御
家
人
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

正
中
二
年
（
一
三
二
五
）、
高
時
の
子
、
邦
時
が
誕
生
す
る
や
、
祝
儀
と
し
て
だ
れ
が
何
を
高
時
に
手
渡
し
た
か
、
金
沢
貞
顕
は
事
細

か
に
記
録
し
た
書
状
を
六
波
羅
探
題
南
方
と
し
て
在
京
す
る
金
沢
貞
将
に
送
っ
た
。
そ
の
う
え
、
た
だ
ち
に
使
者
を
下
向
さ
せ
る
よ
う
、

貞
将
と
六
波
羅
北
方
の
常
葉
範
貞
に
指
示
し
）
15
（
た
。
こ
の
年
に
も
、
高
時
の
邸
宅
が
焼
失
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
知
ら
せ
が
六
波
羅
探

題
か
ら
正
式
に
奏
聞
さ
れ
る
手
続
き
を
待
た
ず
し
て
、
朝
廷
は
弔
問
の
綸
旨
と
院
宣
を
発
給
し
）
16
（
た
。
こ
の
よ
う
に
、
得
宗
の
動
静
に
敏
感
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に
反
応
す
る
勢
力
が
、
鎌
倉
へ
向
か
う
往
来
を
育
む
土
壌
の
一
角
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

二
　

先
に
得
宗
に
対
す
る
ご
機
嫌
伺
い
や
関
東
情
勢
に
関
す
る
情
報
収
集
を
目
的
と
し
た
多
様
な
階
層
の
使
者
の
往
来
を
指
摘
し
た
が
、
こ

こ
で
は
、
そ
れ
ら
の
う
ち
、「
貴
所
使
」
を
検
討
し
た
い
。
鎌
倉
大
火
の
折
に
下
向
が
制
限
さ
れ
た
「
貴
所
使
」
と
は
、
い
か
な
る
存
在

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
の
手
が
か
り
は
次
に
示
す
二
つ
で
あ
る
。

　

第
一
は
、
六
波
羅
探
題
北
方
と
し
て
北
条
時
村
が
赴
任
す
る
に
あ
た
り
、
得
宗
北
条
時
宗
と
安
達
泰
盛
、
太
田
康
有
で
構
成
さ
れ
た
寄

合
が
作
成
し
た
「
六
波
羅
政
務
条
々
」
で
あ
る
。
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
一
二
月
一
九
日
、
鎌
倉
か
ら
異
動
す
る
人
員
と
そ
の
職
掌
を

定
め
た
こ
の
決
定
の
な
か
に
、「
仙
洞
御
使

貴
所
使
者
来
臨
事
、
可
㍾被
㍼対
面
㊥
但
随
㍼事
躰
㍽可
㍾有
㍼問
答
㍽歟）

17
（

」
と
い
う
箇
条
が
あ

る
。「
仙
洞
御
使

貴
所
使
者
」
が
六
波
羅
を
訪
れ
た
場
合
に
応
対
す
べ
き
こ
と
、
必
要
に
応
じ
て
鎌
倉
と
調
整
す
べ
き
こ
と
が
規
定
さ

れ
て
い
る
。

　

第
二
は
、
鎌
倉
後
期
に
編
纂
さ
れ
た
幕
府
の
歴
史
書
、『
吾
妻
鏡
』
で
あ
る
。
嘉
禄
三
年
（
一
二
二
七
）
一
〇
月
二
五
日
条
に
、「
六
波

羅
所
㍼執
達
㍽之
院
宣
、

貴
所
御
返
事
等
、
被
㍾遣
㍼六
波
羅
㍽之
時
者
、
可
㍾副
㍼送
案
文
㍽之
由
、
今
日
被
㍾触
㍼仰
奉
行
人
㍽也
、
被
㍾納
㍼

文
函
㍽之
間
、
為
㍼存
知
㍽也）

18
（

」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
六
波
羅
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
院
宣
、

貴
所
御
返
事
等
」
の
取
り
扱
い
が
規
定
さ

れ
て
い
る
。

　

以
上
の
二
事
例
と
、
大
火
に
と
も
な
う
西
園
寺
公
衡
の
使
者
発
遣
に
よ
っ
て
、
鎌
倉
と
六
波
羅
探
題
に
送
ら
れ
た
こ
と
、
治
天
お
よ
び

天
皇
と
「
貴
所
」
が
並
列
さ
れ
う
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
、「
貴
所
使
」
の
特
徴
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
公
衡

に
よ
る
遣
使
の
事
例
だ
け
の
場
合
、
公
衡
を
指
し
て
「
貴
所
」
と
表
現
し
た
、
言
い
換
え
れ
ば
、
相
手
を
敬
っ
て
言
う
二
人
称
と
し
て

「
貴
所
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
特
定
の
個
人
を
指
し
示
す
と
解
釈
さ
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れ
な
い
幕
府
の
記
録
に
「
貴
所
」「
貴
所
使
」
表
現
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、「
貴
所
」
と
は
身
分
や
地
位
、
家
柄
、
官
位
が
高
い
貴
人
を

指
し
、「
貴
所
使
」
と
は
そ
の
よ
う
な
貴
人
の
使
者
に
対
す
る
呼
称
で
あ
る
と
理
解
し
た
い
。

　

そ
れ
で
は
、「
貴
所
使
」
と
は
、
い
か
な
る
人
物
の
使
者
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
時
期
に
鎌
倉
や
六
波
羅
へ
使
者
を
立
て
た
貴
人
と
し

て
、
管
見
の
限
り
、
天
皇
、
上
皇
、
東
宮
、
女
）
19
（

院
、
西
園
寺
氏
、
天
台
座
主
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
幕
府
中
枢
の
構
成
員
は
、
執

権
・
連
署
で
さ
え
位
階
は
四
位
・
五
位
ど
ま
り
で
、
官
職
も
相
模
守
や
武
蔵
守
に
過
ぎ
な
い
。
身
分
差
は
埋
め
る
べ
く
も
な
く
、
幕
府
側

か
ら
す
れ
ば
、
い
ず
れ
も
貴
人
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

つ
ぎ
に
、
使
者
発
遣
の
具
体
的
な
事
例
を
検
討
し
よ
う
。
た
と
え
ば
、
正
応
二
年
（
一
二
八
九
）
に
は
、
亀
山
院
が
使
者
と
し
て
行
清

を
幕
府
に
送
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
）
20
（

る
。
あ
る
い
は
、
文
保
元
年
（
一
三
一
七
）
や
元
亨
元
年
（
一
三
二
一
）
に
は
、
帰
京
し
た
禎
覚

（
基
仲
法
師
）
が
幕
府
の
情
勢
を
花
園
院
に
報
告
し
て
い
）
21
（
た
。
こ
の
よ
う
な
使
者
が
、
京
都
と
鎌
倉
の
政
治
権
力
を
結
び
付
け
て
い
た
の

だ
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
事
例
も
あ
る
。
弘
安
一
〇
年
（
一
二
八
七
）
一
〇
月
一
七
日
に
亀
山
が
「
新
院
御
）
22
（
使
」
葉
室
頼
親
を
派

遣
す
る
や
、
翌
一
八
日
に
は
後
深
草
院
の
使
者
「
富
小
路
殿
御
）
23
（
使
」
藤
原
康
能
が
後
を
追
う
よ
う
に
し
て
鎌
倉
へ
出
発
し
た
。

　

ま
た
、
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
に
は
、
鎌
倉
で
北
条
邦
時
が
誕
生
し
）
24
（
た
。
こ
の
情
報
に
接
し
た
京
都
朝
廷
で
は
、
後
醍
醐
天
皇
が
勅

使
と
し
て
万
里
小
路
季
房
の
下
向
を
決
定
し
た
。
加
え
て
、
東
宮
邦
良
親
王
の
「
御
使
」
六
条
有
忠
が
、
偶
然
に
も
鎌
倉
に
滞
在
し
て
い

た
た
め
、
御
剣
を
託
し
て
祝
賀
の
使
節
に
仕
立
て
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
に
鑑
み
、
決
め
か
ね
て
い
た
後
伏
見
院
も
表
祝
の
「
御

使
」
発
遣
を
余
儀
な
く
さ
れ
）
25
（
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
同
時
期
に
複
数
の
使
者
が
鎌
倉
を
め
ざ
し
た
。
こ
の
現
象
は
何
を
反
映
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
一
三
世
紀
後
葉
に
天
皇

家
が
大
覚
寺
統
と
持
明
院
統
に
分
立
し
た
う
え
、
一
四
世
紀
初
葉
に
は
大
覚
寺
統
が
さ
ら
に
分
裂
し
た
。
摂
関
家
も
一
三
世
紀
後
葉
に
は

五
つ
の
家
が
成
立
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
競
合
す
る
各
所
か
ら
同
時
に
使
者
が
発
遣
さ
れ
た
の
だ
。
前
者
の
場
合
は
、
亀
山
が
大
覚
寺

統
、
後
深
草
が
持
明
院
統
で
あ
っ
た
。
時
代
が
降
っ
た
後
者
は
よ
り
複
雑
に
な
っ
た
。
後
伏
見
は
持
明
院
統
な
の
だ
が
、
後
醍
醐
は
大
覚
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寺
統
の
天
皇
、
邦
良
は
後
二
条
院
の
皇
子
で
、
同
じ
大
覚
寺
統
な
が
ら
も
叔
父
の
後
醍
醐
と
は
対
抗
関
係
に
あ
っ
た
。
事
実
、
こ
の
年
の

正
月
に
は
同
日
に
、
後
醍
醐
は
吉
田
定
房
を
、
邦
良
は
六
条
有
忠
を
、
先
を
争
う
よ
う
に
し
て
鎌
倉
へ
向
か
わ
せ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ

れ
）
26
（

る
。

　

鎌
倉
後
期
に
は
、
幕
府
へ
直
接
に
使
者
を
送
る
「
貴
所
」
が
多
極
化
し
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
、
天
皇
の
勅
使
で
あ
れ
、
院
使
や
東
宮

使
で
あ
れ
、
名
目
こ
そ
異
な
れ
、
そ
の
本
質
に
変
わ
り
は
な
い
。「
貴
所
使
」
は
、
こ
れ
ら
を
包
括
す
る
言
葉
と
し
て
認
識
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。

三
　

な
ぜ
「
貴
所
使
」
は
鎌
倉
に
向
か
っ
た
の
か
。
彼
ら
の
狙
い
は
何
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
室
町
女
院
領
の
相
続
を
め
ぐ
っ

て
永
嘉
門
院
が
関
東
に
訴
え
出
た
と
き
、
時
の
天
皇
後
醍
醐
が
勅
使
を
立
て
、
当
知
行
二
〇
年
の
年
紀
法
の
適
用
を
要
求
し
た
こ
と
が
知

ら
れ
）
27
（
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
訴
訟
を
持
ち
込
む
べ
く
出
京
し
た
だ
け
で
は
な
い
。
旺
盛
な
行
動
力
を
有
し
、
特
定
の
政
治
目

的
を
達
成
す
べ
く
下
向
し
た
「
貴
所
使
」
が
存
在
し
た
。
こ
の
時
期
に
特
徴
的
な
現
象
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、
幾
つ
か
の
事
例
を
検

討
し
て
み
よ
う
。

　

弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）、
後
深
草
の
使
者
と
し
て
出
京
し
た
飛
鳥
井
雅
有
は
、
持
明
院
統
の
御
所
で
与
え
ら
れ
た
「
関
の
あ
な
た
に

て
申
す
べ
き
事
書
）
28
（
き
」
を
携
え
、
関
東
へ
の
旅
路
を
急
い
だ
。
譲
位
し
て
以
来
お
よ
そ
二
〇
年
、
政
治
の
表
舞
台
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
た

後
深
草
の
主
眼
は
、
東
宮
の
即
位
に
と
も
な
う
自
身
の
院
政
の
開
始
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
の
交
渉
を
雅
有
に
命
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

伏
見
天
皇
暗
殺
未
遂
事
件
へ
の
関
与
を
疑
わ
れ
て
以
来
一
〇
年
あ
ま
り
、「
万
里
小
路
殿
御
使
」
と
し
て
高
倉
永
康
を
発
遣
し
て
幕
府

と
交
渉
し
た
亀
山
の
御
所
は
、
つ
い
に
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）、「
御
治
世
事
可
㍼改
申
㍽之
由
、
有
㍼関
東
之
気
㍽」
） 
29
（

と
い
う
朗
報
に
沸
い

た
。
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こ
の
よ
う
な
往
来
が
生
み
出
さ
れ
る
背
景
に
は
、
大
覚
寺
統
と
持
明
院
統
が
、
治
天
の
地
位
を
め
ぐ
っ
て
競
合
す
る
経
過
が
あ
っ
た
。

家
産
や
官
位
の
争
奪
に
端
を
発
し
て
貴
族
社
会
が
分
裂
・
抗
争
す
る
に
つ
れ
、
深
刻
化
し
た
相
論
を
裁
断
す
る
「
治
天
の
君
」
に
政
治
権

力
が
集
中
、
そ
の
求
心
力
が
急
速
に
高
め
ら
れ
た
と
い
う
、
当
該
期
に
特
有
の
事
情
に
起
因
し
て
い
）
30
（

た
。
政
務
の
実
権
を
有
さ
な
い
皇
統

は
、
影
響
力
の
低
下
を
避
け
ら
れ
ず
、
治
天
の
座
に
返
り
咲
く
こ
と
を
渇
望
し
た
。
摂
関
の
地
位
を
継
承
し
た
五
摂
家
も
ま
た
同
様
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
。
子
孫
に
就
任
資
格
を
遺
す
べ
く
と
い
う
事
情
も
相
俟
っ
て
、
摂
政
・
関
白
へ
の
就
任
を
望
み
、
競
合
し
て
い
）
31
（

た
。

　

そ
れ
で
は
、
鎌
倉
で
の
交
渉
の
実
体
を
、
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）、
大
覚
寺
統
に
よ
っ
て
派
遣
さ
れ
た
吉
田
経
長
の
言
動
に
み
て
み

よ
う
。

　

経
長
は
鎌
倉
へ
赴
き
、
後
二
条
即
位
に
と
も
な
い
空
席
と
な
っ
た
東
宮
の
座
を
獲
得
す
べ
く
交
渉
を
重
ね
た
。
天
皇
・
東
宮
を
独
占

し
、
次
代
の
治
世
を
見
越
し
た
駆
け
引
き
で
あ
っ
た
。
当
然
、
持
明
院
統
の
使
者
も
鎌
倉
に
滞
在
し
て
い
た
こ
と
だ
ろ
）
32
（
う
。「
予
（
吉
田
経
長
）下

㍼

向
関
東
㍽之
時
、
立
坊
御
理
運
次
第
、
云
㍼先
例
㊥
云
㍼道
理
㊥
尽
㍾詞
申
）
33
（
披
」
と
あ
る
よ
う
に
、
鎌
倉
に
到
着
し
た
経
長
は
さ
ま
ざ
ま
に
手

段
を
講
じ
て
説
得
に
乗
り
出
し
た
。「
国
不
㍾可
㍾有
㍼二
主
㊥
後
嵯
峨
院
御
素
意
分
）
34
（
明
」
と
い
う
の
が
主
張
の
根
幹
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
た

だ
し
、
経
長
の
請
願
は
実
を
結
ば
ず
、
対
立
す
る
持
明
院
統
の
皇
子
が
東
宮
に
立
て
ら
れ
た
。

　

競
合
す
る
両
統
に
よ
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
む
や
み
な
鎌
倉
下
向
に
対
し
て
、
文
保
元
年
（
一
三
一
七
）
四
月
に
入
京
し
た
摂
津
親
鑒

は
、「
両
御
流
皇
統
不
㍾可
㍼断
絶
㍽之
上
者
、
有
㍼御
和
談
㊥
可
㍾被
㍾止
㍼使
節
往
返
㍽」
） 
35
（

と
述
べ
、
不
快
感
を
あ
ら
わ
に
し
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
こ
れ
以
降
も
、「
使
節
往
返
」
が
止
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

天
台
座
主
も
使
者
を
鎌
倉
に
立
て
た
。
幕
府
の
政
務
日
誌
に
は
、
次
の
記
事
が
あ
）
36
（
る
。

　
　

信
（
信
濃
判
官
入
道
）

判
入
相
共
於
㍼御
所
評
定
所
㊥
問
㍼答
青
蓮
院
使
教
因
、
禅
淳
、
顕
誉
、
梨
下
使
永
海
、
頼
尋
等
㍽了

　

記
主
で
あ
る
太
田
康
有
は
、
御
所
評
定
所
で
二
階
堂
行
一
と
と
も
に
、「
青
蓮
院
使
」
と
「
梨
下
使
」
に
対
し
事
情
聴
取
を
行
っ
た
。
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青
蓮
院
と
梨
下
は
い
ず
れ
も
北
嶺
の
門
跡
寺
院
で
あ
る
が
、
使
者
と
し
て
名
前
が
挙
げ
ら
れ
た
教
因
は
「
座
主
）
37
（

使
」、
禅
淳
と
顕
誉
は

「
青
蓮
院
衆
徒
）
38
（

使
」、
永
海
と
頼
尋
は
「
梨
下
衆
徒
）
39
（

使
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
両
門
跡
間
の
対
立
が
、
青
蓮
院
門
跡
出
身
で
前
年
に
就
任

し
た
天
台
座
主
、
道
玄
へ
の
抵
抗
に
発
展
し
、
梨
下
衆
徒
は
「
抑
㍼留
登
山
㍽閉
㍼籠
堂
舎
㍽」
） 
40
（

し
て
訴
訟
に
打
っ
て
出
た
。

　

自
己
解
決
が
困
難
な
状
態
に
陥
っ
た
と
き
、
自
己
を
よ
り
優
位
な
立
場
に
引
き
上
げ
る
必
要
が
あ
る
と
き
、
そ
れ
ら
を
克
服
、
解
決
す

る
最
後
の
、
そ
し
て
決
定
的
な
手
段
と
し
て
幕
府
に
働
き
か
け
る
。
苦
し
い
と
き
の
鎌
倉
頼
み
が
、
頻
繁
な
往
来
を
生
み
出
し
た
根
本
的

な
理
由
で
は
な
か
ろ
う
か
。

む
す
び
に
か
え
て

　

鎌
倉
後
期
の
政
治
秩
序
が
生
み
出
し
た
固
有
の
存
在
と
し
て
「
貴
所
使
」
を
位
置
づ
け
た
い
。
分
立
し
た
貴
族
社
会
の
政
治
的
駆
け
引

き
の
舞
台
が
、
京
都
を
抜
け
出
し
て
鎌
倉
に
移
り
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
条
件
の
下
に
「
貴
所
使
」
は
成
立
し
た
。

　

そ
の
一
人
、
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
に
亀
山
の
使
者
と
し
て
政
治
交
渉
を
結
実
さ
せ
た
高
倉
永
康
は
、
早
く
弘
安
六
年
（
一
二
八

三
）、
二
条
殿
造
営
費
用
の
一
部
を
負
担
）
41
（
し
、
結
果
と
し
て
、
亀
山
と
後
宇
多
院
か
ら
、
安
楽
寿
院
領
山
城
国
真
幡
木
・
芹
河
・
上
三
栖

村
の
知
行
を
安
堵
さ
れ
た
経
歴
の
持
ち
主
で
あ
っ
）
42
（
た
。
さ
ら
に
、
正
応
四
年
（
一
二
九
一
）
に
は
、
そ
れ
ら
安
楽
寿
院
領
鳥
羽
三
箇
荘
に

加
え
、
浄
金
剛
院
領
讃
岐
国
大 

内
荘
と
中
川
禅
尼
領
加
賀
国
小
坂
荘
の
子
孫
へ
の
相
伝
を
認
め
ら
れ
た
。
い
ま
、
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の

折
に
、
亀
山
が
「
度
々
関
東
下
向
労
、
異
㍾他）

43
（

」、
後
宇
多
が
「
度
々
使
節
労
、
尤
可
㍾有
㍼推
賞
㍽候）

44
（

」
と
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
。
管
見
の

限
り
、
史
料
上
に
は
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
永
康
は
幾
度
と
な
く
関
東
下
向
を
繰
り
返
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。「
貴
所
使
」
を
務
め

る
こ
と
が
「
奉
）
45
（
公
」
と
認
定
さ
れ
、
大
覚
寺
統
に
よ
る
「
御
）
46
（
恩
」
と
し
て
所
領
が
安
堵
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

永
康
の
よ
う
に
、「
貴
所
使
」
が
政
治
交
渉
の
結
果
を
持
ち
帰
る
事
例
は
、
希
少
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
場
合
は
、
幕
府
（
関
東
）
が

派
遣
し
た
使
者
、「
東
使
」
に
よ
っ
て
伝
達
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、「
貴
所
使
」
発
遣
の
最
終
的
な
目
標
は
、
好
ま
し
い
結
果
を
も
た
ら
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す
東
使
を
京
都
に
呼
び
込
む
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
貴
所
使
」
と
東
使
を
一
対
の
現
象
と
し
て
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
み
ず
か
ら
の
課
題
の
ひ
と
つ
と
し
た
い
。

注（
1
） 
黒
田
俊
雄
「
中
世
の
国
家
と
天
皇
」（『
黒
田
俊
雄
著
作
集
1　

権
門
体
制
論
』
法
蔵
館
、
一
九
九
四
年
、
初
出
一
九
六
三
年
）
な
ど
。

（
2
） 

佐
藤
進
一
『
日
本
の
中
世
国
家
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
、
初
出
一
九
八
三
年
）、
同
『
日
本
中
世
史
論
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
）。

（
3
） 

川
合
康
『
源
平
合
戦
の
虚
像
を
剝
ぐ
│
治
承
・
寿
永
内
乱
史
研
究
│
』（
講
談
社
、
二
〇
一
〇
年
、
初
出
一
九
九
六
年
）、
同
『
鎌
倉
幕
府
成
立
史

の
研
究
』（
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）、
同
「
鎌
倉
幕
府
研
究
の
現
状
と
課
題
」（
同
『
院
政
期
武
士
社
会
と
鎌
倉
幕
府
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一

九
年
、
初
出
二
〇
〇
六
年
）、
同
『
日
本
中
世
の
歴
史
3　

源
平
の
内
乱
と
公
武
政
権
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）、
同
「
治
承
・
寿
永
の
内

乱
と
鎌
倉
幕
府
の
成
立
」（『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
6　

中
世
1
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
）。

（
4
） 

高
橋
典
幸
「
鎌
倉
幕
府
論
」（『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
6　

中
世
1
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
）。

（
5
） 

近
藤
成
一
『
鎌
倉
時
代
政
治
構
造
の
研
究
』（
校
倉
書
房
、
二
〇
一
六
年
）、
同
『
シ
リ
ー
ズ
日
本
中
世
史
2　

鎌
倉
幕
府
と
朝
廷
』（
岩
波
書

店
、
二
〇
一
六
年
）。

（
6
） 

黒
川
直
則
「
中
世
一
揆
史
研
究
の
前
進
の
た
め
に
│
史
料
と
方
法
│
」（
青
木
美
智
男
・
入
間
田
宣
夫
・
黒
川
直
則
・
佐
藤
和
彦
・
佐
藤
誠
朗
・

深
谷
克
己
・
峰
岸
純
夫
・
山
田
忠
雄
編
『
一
揆
5　

一
揆
と
国
家
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
年
）。
な
お
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
藤
本
久
志

「
言
葉
戦
い
」（
同
『
戦
国
の
作
法
│
村
の
紛
争
解
決
│
』
講
談
社
、
二
〇
〇
八
年
、
初
出
一
九
八
六
年
）
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。
さ
ら
に
、
笠
松
宏

至
「『
日
付
の
な
い
訴
陳
状
』
考
」（
同
『
日
本
中
世
法
史
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
九
年
、
初
出
一
九
七
七
年
）
に
よ
る
次
の
指
摘
も
き
わ

め
て
重
要
で
あ
る
。

 

　
　

 

あ
る
種
の
権
力
が
行
う
「
裁
判
」
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
近
隣
の
「
仲
人
」
で
あ
れ
、
訴
え
を
も
つ
も
の
は
、
そ
こ
に
出
向
い
て
言
葉
で
彼
の
主

張
を
述
べ
た
。
あ
る
と
き
は
論
人
と
対
し
て
「
問
注
」
も
行
わ
れ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
手
続
き
の
主
体
は
あ
く
ま
で
言
葉
で
あ
り
、
音
声
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
も
し
何
ら
か
の
理
由
で
、
こ
の
音
声
に
代
る
手
段
と
し
て
訴
陳
「
状
」
が
つ
く
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
音
声
の
代

用
に
す
ぎ
な
い
。

（
7
） 

上
横
手
雅
敬
「
鎌
倉
幕
府
と
公
家
政
権
」（
同
『
鎌
倉
時
代
政
治
史
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
、
初
出
一
九
七
五
年
）、
同
「
鎌
倉
・
室
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町
幕
府
と
朝
廷
」（
同
『
日
本
中
世
国
家
史
論
考
』
塙
書
房
、
一
九
九
四
年
、
初
出
一
九
八
七
年
）。

（
8
） 

『
公
衡
公
記
』
正
和
四
年
（
一
三
一
五
）
三
月
一
五
日
条
、
同
月
一
六
日
条
、『
鶴
岡
社
務
記
録
』
正
和
四
年
（
一
三
一
五
）
三
月
八
日
条
、
同
月

九
日
条
、『
鎌
倉
年
代
記
裏
書
』
正
和
四
年
（
一
三
一
五
）
三
月
八
日
条
。

（
9
） 
『
公
衡
公
記
』
正
和
四
年
（
一
三
一
五
）
三
月
二
一
日
条
。

（
10
） 
『
公
衡
公
記
』
正
和
四
年
（
一
三
一
五
）
三
月
二
七
日
条
。

（
11
） 

『
公
衡
公
記
』
正
和
四
年
（
一
三
一
五
）
三
月
一
五
日
条
。

（
12
） 

『
公
衡
公
記
』
正
和
四
年
（
一
三
一
五
）
四
月
一
五
日
条
。

（
13
） 

『
公
衡
公
記
』
正
和
四
年
（
一
三
一
五
）
三
月
二
一
日
条
、
四
月
一
五
日
条
。

（
14
） 

正
和
五
年
（
一
三
一
六
）
七
月
一
七
日
六
波
羅
御
教
書
案
（『
鎌
倉
遺
文
』
二
五
八
九
一
号
）。

（
15
） 

正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
一
一
月
二
二
日
金
沢
貞
顕
書
状
（
永
井
晋
・
角
田
朋
彦
・
野
村
朋
弘
編
『
金
沢
北
条
氏
編
年
資
料
集
』
七
一
九
号
、

『
鎌
倉
遺
文
』
二
九
二
五
五
号
）。

（
16
） 

『
花
園
天
皇
日
記
』
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
正
月
一
三
日
条
。

（
17
） 

『
建
治
三
年
記
』
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
一
二
月
一
九
日
条
。

（
18
） 

『
吾
妻
鏡
』
嘉
禄
三
年
（
一
二
二
七
）
一
〇
月
二
五
日
条
。

（
19
） 

『
実
躬
卿
記
』
嘉
元
四
年
（
一
三
〇
六
）
二
月
五
日
条
に
、「
民
部
卿
〈
頼（
藤
原
）藤
〉、
去
月
廿
三
日
為
㍼昭
訓
門
院
御
使
㍽下
㍼向
関
東
㊥
思
㍼其
日
数
㊥

昨
今
之
間
、
当
㍼下
著
日
㍽歟
、
折
節
殊
所
㍼驚
存
㍽也
、
尤
以
不
便
、
世
間
之
無
常
雖
㍾不
㍾始
㍼于
今
㊥
尚
々
可
㍾悲
々
㍾々
」
と
あ
る
。

（
20
） 

『
吉
続
記
』
正
応
二
年
（
一
二
八
九
）
九
月
八
日
条
、
同
月
一
〇
日
条
。

（
21
） 

『
花
園
天
皇
日
記
』
文
保
元
年
（
一
三
一
七
）
三
月
二
九
日
条
、
元
亨
元
年
（
一
三
二
一
）
一
〇
月
一
一
日
条
。

（
22
） 

『
勘
仲
記
』
弘
安
一
〇
年
（
一
二
八
七
）
一
〇
月
一
七
日
条
。

（
23
） 

『
勘
仲
記
』
弘
安
一
〇
年
（
一
二
八
七
）
一
〇
月
一
八
日
条
。

（
24
） 

『
花
園
天
皇
日
記
』
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
一
一
月
三
〇
日
条
。

（
25
） 

『
花
園
天
皇
日
記
』
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
一
二
月
一
日
条
。

（
26
） 

『
花
園
天
皇
日
記
』
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
正
月
一
三
日
条
。
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（
27
） 

文
和
四
年
（
一
三
五
五
）
一
一
月
日
東
寺
雑
掌
光
信
庭
中
申
状
案
（
上
島
有
編
『
山
城
国
上
桂
庄
史
料
』
二
二
三
号
、「
東
寺
百
合
文
書
」
ヨ
函

一
〇
三
号
）。

（
28
） 
『
春
の
深
山
路
』
弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）
一
一
月
一
三
日
条
。

（
29
） 
『
実
躬
卿
記
』
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
正
月
八
日
条
。

（
30
） 
市
沢
哲
「
鎌
倉
後
期
公
家
社
会
の
構
造
と
『
治
天
の
君
』」（
同
『
日
本
中
世
公
家
政
治
史
の
研
究
』
校
倉
書
房
、
二
〇
一
一
年
、
初
出
一
九
八
八

年
）、
同
「
鎌
倉
後
期
の
公
家
政
権
の
構
造
と
展
開
│
建
武
新
政
へ
の
一
展
望
│
」（
同
『
日
本
中
世
公
家
政
治
史
の
研
究
』
校
倉
書
房
、
二
〇
一
一

年
、
初
出
一
九
九
二
年
）。

（
31
） 

正
和
四
年
（
一
三
一
五
）
五
月
二
〇
日
条
、
六
月
一
九
日
条
に
よ
れ
ば
、
摂
関
の
地
位
を
め
ぐ
っ
て
複
数
の
款
状
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

（
32
） 

「
後
伏
見
院
御
幸
始
記
」（『
公
衡
公
記
』）
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
二
月
八
日
条
に
よ
れ
ば
、
日
野
俊
光
が
関
東
に
下
向
し
て
い
る
。
あ
る
い

は
、
日
野
俊
光
が
こ
れ
に
該
当
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
33
） 

『
吉
続
記
』
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
一
一
月
二
四
日
条
。

（
34
） 

『
吉
続
記
』
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
一
一
月
二
五
日
条
。

（
35
） 

『
花
園
天
皇
日
記
』
元
亨
元
年
（
一
三
二
一
）
一
〇
月
一
三
日
条
。

（
36
） 

『
建
治
三
年
記
』
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
七
月
二
七
日
条
。

（
37
） 

『
建
治
三
年
記
』
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
七
月
二
三
日
条
。

（
38
） 

『
建
治
三
年
記
』
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
七
月
二
三
日
条
、
同
月
二
五
日
条
。

（
39
） 

『
建
治
三
年
記
』
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
七
月
二
五
日
条
。

（
40
） 

『
建
治
三
年
記
』
建
治
三
年
（
一
二
七
七
）
七
月
八
日
条
。

（
41
） 

『
勘
仲
記
』
弘
安
六
年
（
一
二
八
三
）
一
〇
月
一
〇
日
条
（『
鎌
倉
遺
文
』
一
四
九
七
四
号
）。

（
42
） 

弘
安
六
年
（
一
二
八
三
）
一
二
月
二
日
亀
山
上
皇
院
宣
案
（『
鎌
倉
遺
文
』
一
五
〇
一
八
号
）、
弘
安
六
年
（
一
二
八
三
）
一
二
月
四
日
後
宇
多
上

皇
院
宣
案
（『
鎌
倉
遺
文
』
一
五
〇
一
九
号
）。

（
43
） 

正
応
四
年
（
一
二
九
一
）
三
月
二
八
日
亀
山
上
皇
院
宣
案
（『
鎌
倉
遺
文
』
一
七
五
七
八
号
）。

（
44
） 

正
応
四
年
（
一
二
九
一
）
三
月
二
八
日
後
宇
多
上
皇
書
状
（『
鎌
倉
遺
文
』
一
七
五
七
九
号
）。



（ 　 ）

「貴所使」をめぐって

二
三

80

（
45
） 

正
応
四
年
（
一
二
九
一
）
三
月
二
八
日
亀
山
上
皇
院
宣
案
（『
鎌
倉
遺
文
』
一
七
五
七
八
号
）、
正
応
四
年
（
一
二
九
一
）
三
月
二
八
日
後
宇
多
上

皇
書
状
（『
鎌
倉
遺
文
』
一
七
五
七
九
号
）。

（
46
） 

正
応
四
年
（
一
二
九
一
）
三
月
二
八
日
亀
山
上
皇
院
宣
案
（『
鎌
倉
遺
文
』
一
七
五
七
八
号
）、
正
応
四
年
（
一
二
九
一
）
三
月
二
八
日
後
宇
多
上

皇
書
状
（『
鎌
倉
遺
文
』
一
七
五
七
九
号
）。
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